
町田市放課後子ども教室 

鶴三小まちともだより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・鶴川三小の全校児童が対象で、登録手続きをしなくても直接受付をして参加できます。 

・給食のある日（土曜日除く）の放課後、一度家に帰らなくても 直接参加できます。

（一度帰ってから来ても参加できます）  受付場所は 1階和室です。 

・雨の日でも利用できます。（校庭で遊べない日は体育館などで遊べます。） 

・学童保育中のお子さんも、外遊びの時はまちとものお友達と一緒に遊ぶことができま

す。（学童の先生の指導に従ってください） 

・まちともは 17時までです。退出手続きをすれば、いつでも帰宅できます。（保護者の

方と帰る時刻やお迎えの有無を約束して利用しましょう） 

ルールを守れない、スタッフの注意を聞けない、他人に迷惑をかけるなどの行為が著し

い場合は、保護者に連絡の上まちともの利用をお断りする場合があります。 

※学校行事の都合などで、開催できない日もあります。裏面のカレンダーをご確認下さい 

 

 

 

 

 

鶴三小まちとも 080-５９３５-１９５０ （開設時間のみ） 

※上記番号から、保護者の方へ緊急連絡などを行います。 

※お子様の帰宅時刻の連絡など、個別の対応は行えません。 

～まちとも事業に関するお問い合わせ～ 

町田市子ども生活部児童青少年課 042-724-4097 

  新入生も学校生活にだいぶ慣れ、最初は借りてきた猫のようだった子ども達が、

最近ではリラックスして過ごせるようになってきました。自分を出せるようになる

と、お友達との関わりも増え、時には衝突することも出てきますが、異年齢の中で過

ごす時間や体験は子ども達の成長にとって糧となります。スタッフは、地域のおじち

ゃんおばちゃんボランティアです。家族や教育者以外の大人が関わることで子ども達

の世界が豊かになることを願いつつ見守りをしています。また、遊びの中でケガをす

ることもあります。軽いケガには応急手当をしますが、ケガの程度によってはまちと

もの携帯から保護者に連絡をすることもあります。下記番号の登録をお願いします。 

 

２ ０ ２ ５ 年 ６ 月 号 
鶴 三 小 ま ち と も 運 営 協 議 会 

まちともで遊ぶ時のルール 

○宿題を先にしてから遊びましょう。クロームブックはまちともでは使えません。 

○学校に持って来てはいけないものは、持ってきません（おもちゃ、スポーツ用具、お菓

子、お金など） 

○外遊びができるのは１５時１５分からです。それまではお部屋で静かに過ごしましょう 

○外遊びで使えるのは校庭だけです。中央公園、ウサギ小屋前の芝生、コンクリートの通

路では遊べません。 

○冒険遊び場との行き来はできません。一度退出して帰宅してから冒険遊び場に行きま

しょう。 

○あいさつ、手洗い、かたづけをきちんとしましょう。  



 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

１ ２ 3 4 5 6 7 

 ○ ○ ○ ○ ○  

8 9 10 11 12 13 14 

 ○ ○ ○ ○ ○  

15 16 17 18 19 20 21 

 
 

○ ○ ○ ○  

22 23 24 25 26 27 28 

 ○ ○ ○ ○ ○  

29 30      

 

 
○      

＜校庭のルール＞ 

〇コンクリートの上では遊ばない、走らない  

〇芝生の上でなわとびや一輪車をしない 

〇ブランコで危険な乗り方をしない（立ち乗り、二人乗り、飛び降りなど） 

押してもらわない 

〇うんていの上に立ったり、飛び降りたりしない 

〇鉄棒で危ない技をしない  〇朝礼台に乗らない 

〇バットやラケットを使うときは周りに人がいないことを確認する 

〇後片付けをきちんとする 道具を大切に使う 

 

＜体育館のルール＞ 

○ステージ、二階、マットの上に乗らない ○うわばきを必ず履く 

○サッカーは半面とし、人数が多くなったらボールは蹴らずに投げるだけにする 

スタッフの指示に従って危険のないように遊びましょう 

◯＝まちともがある日 

６ 月 の ま ち と も 
 


